
1982年出上の木簡

漆紙文書 (赤外線テレビによる)
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１
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在
地
　
　
　
栃
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木
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２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二
年

（昭
５７
）
四
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ｉ
七
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３
　
発
掘
機
関
　
　
栃
木
県
教
育
委
員
会

・
印
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
国

４
　
調
査
担
当
者
　
岩
淵

一
夫

・
木
村
　
等

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
迫退
跡
の
年
代
　
奈
良
ｉ
平
安
時
代

７
　
迫退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

本
遺
跡
は
、
栃
木
市
の
東
方
を
南
流
す
る
思
川
の
右
岸
沖
積
低
地
上
に
位
置

す
る
。
ま
た
、
こ
の
沖
積
低
地
上
に
は
下
野
国
府
跡

（南
東
約
八
Ｏ
Ｏ
ｍ
）
や
長

原
東
遺
跡

（北
東
約
二
〇
〇
ｍ
）

が
所
在
し
て
い
る
。

発
掘
調
査
は
、
道
路
改
良
工

事
に
先
が
け
て
行

っ
た
も
の
で

あ

る

。
検
出
遺
構
は
、
竪
穴
住
居
跡

り

一
四
軒

・
濤
状
遺
構

一
〇
条

・

転

掘
立
柱
建
物
跡
二
棟

・
土
羨

一

六
基

。
井
戸
跡

一
基
等
で
あ
る
。



こ
れ
ら
の
遺
構
は
、
主
に
八
世
紀
中
葉
か
ら

一
〇
世
紀
に
及
ボ
も
の
で
あ
り
、

特
に
調
査
区
北
半
に
多
く
検
出
し
て
い
る
。

出
土
遺
物
は
、
土
師
器

。
須
恵
器

・
瓦
の
他
に
、
木
簡
及
び
板
状
木
製
品

。

自
然
遺
物

（
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
・
種
子
）
で
あ
る
。

木
簡
は
、
井
戸
跡

（径
約
二
・
四
ｍ
、
深
さ
一
・
七
ｍ
）
埋
土
最
下
層
中
か
ら
土

師
器

・
板
状
木
製
品

・
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
と
伴
出
し
て
い
る
。
木
簡
と
板
状
木
製
品

は
、
ほ
ぼ
同
じ
幅
の
両
者
を
重
ね
て
、
二
個

一
対
の
小
孔
を
二
箇
所
、
他
に

一

孔
を
二
箇
所
に
穿

っ
て
植
物
質
の
紐
で
と
じ
あ
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
木
簡
の

文
字
面
は
、
二
枚
重
ね
の
内
側
に
な

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
木
簡
は
、
板
と

し
て
再
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
切
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
木
簡
と
伴

出
し
た
土
師
器
は
、
九
世
紀
の
特
徴
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

利
用
さ
れ
る
際
に
、
目
的
に
応
じ
て
再
加
工
さ
れ
た
た
め
の
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
文
字
は
、
三
行
分
認
め
ら
れ
る
が
、
上
端
及
び
両
側
縁
の
文
字
は
削
り
に

よ
り
失
な
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
穿
孔
は
削
り
の
後
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
観

察
さ
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

「
下
野
国
府
跡
寄
居
地
区
遺
跡
」
（栃
木
県
教
育
委
員
会

『栃
木
県
埋
蔵
文
化
財
保

護
行
政
年
報
』
一
九
八
二
年
）

（本
村
　
等

・
岩
淵

一
夫
）

『
平
城
官
出
土
墨
書
土
器
集
成
Ｉ
』奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
が
行

っ
て
き
た
平
城
官
跡
の
発
掘
調
査
に
お

い
て
発
見
さ
れ
た
墨
書
土
器
の
集
成
で
あ
る
。
現
在
ま
で
出
土
し
た
約
二

〇
〇
〇
点
ち
か
い
墨
書
の
う
ち
、　
一
九
七
六
年
度
ま
で
に
み
つ
か
っ
た

一

〇
七
〇
点
の
釈
文
と
図
版
と
を
収
録
し
て
お
り
、
釈
文
と
コ
ロ
タ
イ
プ
写

真
と
を
対
応
さ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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聞
日
日
日
日
言
物
≧

木
簡
は
、
両
端
部
が
切
ら
れ
て
い
る
。

痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
端

（＝∞
牌）
×
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Ｘ
］
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両
側
縁
は
、
削
ら
れ
た
り
割
ら
れ
た

。
両
側
縁

の
状
況
は
、
本
木
簡
が
再




